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メリーランド州における少年事件の自動的移送制度について（一）

論
説

津

田

雅

也

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
少
年
事
件
の
自
動
的
移
送
制
度
に
つ
い
て
（
一
）

は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
後
半
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
少
年
司
法
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
厳
格
な
少
年
司
法
（get tough on crim

e

）
か
ら
転
換
し
つ

つ
あ
る１

。
そ
の
流
れ
の
一
つ
が
、
均
衡
の
と
れ
た
修
復
的
正
義
モ
デ
ル
（Balanced and Restorative Justice m

odel

）
を
基
本
理
念
と

し
て
構
想
さ
れ
る
少
年
司
法
制
度
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
少
年
司
法
モ
デ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
の
少
年
司
法
及
び
非
行
予
防
局
（O

ffi
ce of 

Juvenile Justice and D
elinquency Prevention: O

JJD
P

）
が
一
九
九
七
年
に
発
表
し
た
報
告
書
に
よ
り
体
系
化
さ
れ
た２

。O
JJD

P

の

報
告
書
が
公
開
さ
れ
た
の
と
同
じ
一
九
九
七
年
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
は
、
裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法３

の
少
年
法
部
分
の
目
的
規
定
を
、
均

衡
の
と
れ
た
修
復
的
正
義
モ
デ
ル
に
副
う
よ
う
に
改
正
し
た４

。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
同
法
の
目
的
規
定
に
は
、
少
年
の
再
非
行
防
止
が
掲

げ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
改
正
法
に
よ
っ
て
、
①
公
衆
の
安
全
及
び
地
域
社
会
の
保
護
、
②
被
害
者
と
地
域
社
会
に
対
し
て
少
年
が
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責
任
を
果
た
す
こ
と
、
③
少
年
が
責
任
を
負
い
、
か
つ
、
生
産
的
な
社
会
の
一
員
と
な
る
べ
く
自
己
を
支
え
る
た
め
の
能
力
及
び
性
格
を

発
達
さ
せ
る
、
と
い
う
三
つ
の
目
的
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
、
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
の
目
的
と
さ
れ
た
の
で
あ
る５

。

こ
の
目
的
規
定
の
改
正
に
つ
い
て
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
議
会
の
財
政
局
（D

epartm
ent of Fiscal Services

）
は
、
同
法
の
改
正
時
に

州
議
会
下
院
に
提
出
し
た
法
案
の
財
政
分
析
書
（Fiscal N

ote

）
に
お
い
て
、
同
州
の
少
年
司
法
改
革
特
別
委
員
会
（The Task Force 

on Juvenile Justice and Reform

）
の
報
告
書
を
引
用
し
つ
つ
、
そ
の
背
景
を
説
明
し
て
い
る
。
特
別
委
員
会
は
、
①
少
年
司
法
の
資

源
を
重
大
化
す
る
前
に
非
行
の
防
止
に
重
点
的
に
用
い
る
こ
と
、
②
少
年
犯
罪
を
予
防
・
統
制
す
る
た
め
に
裁
判
所
及
び
州
少
年
司
法
部

門
（D

epartm
ent of Juvenile Justice

）
と
共
働
し
つ
つ
地
域
社
会
を
積
極
的
な
当
事
者
と
し
て
関
与
さ
せ
る
こ
と
、
③
少
年
司
法
シ

ス
テ
ム
の
対
応
を
重
大
・
暴
力
的
・
常
習
的
な
少
年
犯
罪
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
少
年
司
法
改
革
の
主
要
課
題
と
し
て
掲
げ
た
上
で
、
重

大
少
年
犯
罪
を
減
少
さ
せ
る
具
体
的
な
施
策
と
し
て
、
修
復
的
司
法
や
少
年
の
犯
罪
の
重
大
性
に
比
例
す
る
対
応
を
取
る
こ
と
（
報
告
書

は
こ
れ
を
段
階
的
制
裁
モ
デ
ル
（graduated sanctions m

odel

）
と
呼
ん
で
い
る
）
な
ど
が
有
効
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、

州
議
会
財
政
局
は
、
特
別
委
員
会
が
提
言
す
る
上
記
の
施
策
を
実
行
に
移
す
た
め
に
は
、
複
数
年
に
わ
た
り
集
中
的
な
努
力
を
行
う
こ
と
、

現
在
の
資
源
の
運
用
法
を
見
直
す
こ
と
、
追
加
的
な
資
源
を
投
入
す
る
こ
と
、
の
三
点
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る６

。
こ
の
よ

う
に
、
均
衡
の
と
れ
た
修
復
的
正
義
モ
デ
ル
に
基
づ
く
少
年
司
法
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
少
年
司
法
の
幅
広
い
分
野
に
大
き
な
変
革
を

も
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
目
的
規
定
の
改
正
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
限
っ
て
も
、
均
衡
の
と
れ
た
修
復
的
正
義
モ
デ
ル
に
よ
っ
て

構
想
さ
れ
る
少
年
司
法
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
理
念
が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、

同
州
の
少
年
法
制
を
包
括
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る７

。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
検
討
の
端
緒
と
し
て
、
同
州
に
お
け
る
少
年
事
件
の
自
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動
的
移
送
（autom

atic w

８

aiver

）
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
の
理
由
は
、
近
年
の
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
い
て
少
年
事
件
の
移
送
制
度
、
と

り
わ
け
、
い
わ
ゆ
る
自
動
的
移
送
と
逆
移
送
制
度
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
動
き
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る９

。

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
い
て
は
、
一
定
の
重
大
少
年
事
件
は
自
動
的
に
刑
事
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
る
が
、
刑
事
裁
判
所
が
相
当
と
判
断

し
た
場
合
、
当
該
事
件
を
少
年
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
移
送
は
、
一
般
に
逆
移
送
（reverse w

aiver

）
と
呼
ば

れ
て
い
る
が
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
少
年
司
法
局
（D

epartm
ent of Juvenile Service

）
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
逆
移
送
率
は
、
二
〇
〇
九

年
以
降
、
か
な
り
の
増
加
を
見
せ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
〇
九
年
の
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
率
は
一
五
・
一
％
で
あ
っ
た
が
、

二
〇
一
〇
年
（
一
五
・
八
％
）、
二
〇
一
一
年
（
二
〇
・
一
％
）、
二
〇
一
二
年
（
二
二
・
七
％
）、
二
〇
一
三
年
（
二
四
・
〇
％
）、
二
〇
一
四

年
（
二
二
・
八
％
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
〇
％
程
度
の
増
加
と
な
っ
て
い
る10

。
こ
の
よ
う
な
逆
移
送
率
の
増
加
は
、
同
州
に
お
け
る
最
近
の

報
道
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
市
警
本
部
長
の
州
議
会
に
お
け
る
逆
移
送
率
が
急
激
に
増
加
し

た
こ
と
に
つ
い
て
の
証
言
、
成
人
の
裁
判
所
で
起
訴
さ
れ
る
の
が
相
当
な
罪
を
犯
し
た
少
年
が
逆
移
送
さ
れ
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
と
す

る
運
用
に
つ
い
て
の
州
上
院
議
員
の
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
、
犯
罪
の
重
大
性
に
関
わ
ら
ず
手
続
の
始
ま
り
は
少
年
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
の
で
逆
移
送
率
の
増
加
は
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
と
す
る
公
設
弁
護
人
の
意
見
、
逆
移
送
率
の
増
加
の
要
因
に
つ
い
て
の
分
析

な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
少
年
事
件
の
移
送
制
度
が
同
州
の
少
年
司
法
関
係
者
の
関
心
を
集
め
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る11

。
さ
ら
に
、

二
〇
一
八
年
の
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
議
会
の
審
議
に
お
い
て
、
自
動
的
移
送
の
範
囲
を
こ
れ
ま
で
よ
り
狭
め
る
改
正
案
が
審
議
さ
れ
て
お
り
、

少
年
事
件
の
移
送
制
度
に
関
す
る
法
制
度
の
動
向
も
注
目
さ
れ
る12

。

少
年
事
件
の
移
送
は
、
成
人
と
同
様
の
重
い
刑
罰
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
成
人
の
刑
事
手
続
を
受
け
る
か
、
も
し
く
は
、
教
育
的
で

比
較
的
短
期
間
の
少
年
の
処
遇
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
少
年
手
続
を
受
け
る
か
の
い
ず
れ
か
を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
少
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年
事
件
手
続
の
初
期
段
階
に
お
け
る
重
要
な
局
面
で
あ
る11

。
均
衡
の
と
れ
た
修
復
的
正
義
モ
デ
ル
は
、
地
域
社
会
の
安
全
と
少
年
の
改
善

更
生
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
を
少
年
司
法
の
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
が
、
移
送
制
度
は
ま
さ
に
そ
の
い
ず
れ
を
取
る
か
が
問
題
と
な

る
た
め
、
そ
の
検
討
は
同
モ
デ
ル
の
試
金
石
と
い
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
自
動
的
移
送
及
び
逆
移
送
の
運
用

は
、
近
年
、
先
に
見
た
逆
移
送
の
割
合
に
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
の
取
り
方
の
具
体
的
内
容
を
検
討
す
る
の

に
適
し
た
素
材
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
で
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
に
お
け
る
少
年
事
件
の
移
送
規
定
を
概
観
し
た
上
で
（
第
一
章
）、
自
動
的
移
送
及
び
逆
移
送
の
運
用

に
つ
い
て
検
討
し
（
第
二
章
）、
均
衡
の
と
れ
た
修
復
的
正
義
モ
デ
ル
の
運
用
の
一
つ
の
事
例
を
分
析
す
る
。

第
一
章
　
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
に
お
け
る
少
年
事
件
の
移
送
規
定

一
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
事
件
移
送
規
定
の
類
型

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
少
年
事
件
を
刑
事
裁
判
所
に
移
送
す
る
制
度
に
は
、
①
検
察
官
が
少
年
裁
判
所
と
刑
事
裁
判
所
の
い
ず
れ
か
に

事
件
を
訴
追
す
る
か
を
選
択
す
る
裁
量
権
を
持
つ
制
度
（prosecutorial w

aiver; concurrent jurisdiction; direct fi

11

le

）、
②
少
年
裁
判

所
が
第
一
審
管
轄
権
（original jurisdiction

）
を
有
す
る
事
件
を
刑
事
裁
判
所
に
移
送
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
裁
量
権
を
持
つ
制
度

（discretionary w
aiver; judicial w

aiver

）、
③
一
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
自
動
的
に
刑
事
裁
判
所
が
第
一
審
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
と
な

る
制
度
（legislative w

aiver; autom
atic w

aiver; statutory exclusion
）
の
三
つ
が
あ
る11

。
①
ま
た
は
③
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る
州

に
お
い
て
は
、
刑
事
裁
判
所
が
少
年
事
件
の
管
轄
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
裁
量
に
よ
り
、
事
件
を
少
年
裁
判
所
に
移
送
す
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る
こ
と
が
で
き
る
逆
移
送
（reverse w

aiver; transfer back

）
と
呼
ば
れ
る
制
度
が
あ
る
州
も
あ
る11

。

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
は
、
こ
の
う
ち
、
②
の
制
度
を
原
則
と
し11

、
一
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
③
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る18

。
さ
ら
に
、
③

に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
事
件
を
少
年
裁
判
所
に
再
び
移
送
す
る
逆
移
送
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る11

。
し
た
が
っ
て
、
メ
リ
ー
ラ

ン
ド
州
に
お
い
て
、
少
年
裁
判
所
が
少
年
非
行
事
件
を
審
理
す
る
の
は
、
少
年
裁
判
所
が
第
一
審
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
事
件
で
あ
っ
て

少
年
裁
判
所
が
刑
事
裁
判
所
に
事
件
を
移
送
し
な
か
っ
た
場
合
（
上
記
②
の
場
合
）、
ま
た
は
、
刑
事
裁
判
所
が
自
動
的
移
送
事
件
と
し
て

第
一
審
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
事
件
で
あ
っ
て
、
刑
事
裁
判
所
が
逆
移
送
に
よ
っ
て
少
年
裁
判
所
に
事
件
を
移
送
し
た
場
合
（
上
記
③
か

つ
逆
移
送
が
な
さ
れ
た
場
合
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
手
続
の
流
れ
に
即
し
て
み
る
と
、
第
一
段
階
と
し
て
対
象
と
な
る
事
件
に
よ
っ
て
少
年
裁
判
所
と
刑
事
裁
判
所
の
い
ず
れ
が
第

一
審
管
轄
権
を
持
つ
の
か
が
少
年
／
刑
事
裁
判
所
の
裁
量
の
余
地
な
く
定
ま
り
、
第
二
段
階
と
し
て
少
年
裁
判
所
が
事
件
を
刑
事
裁
判
所

に
移
送
す
る
か
ど
う
か
（
逆
に
、
刑
事
裁
判
所
が
事
件
を
少
年
裁
判
所
に
移
送
す
る
か
ど
う
か
）
を
裁
量
に
よ
っ
て
決
定
す
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
第
一
段
階
を
二
に
お
い
て
、
第
二
段
階
を
三
に
お
い
て
見
て
い
く
。

二
　
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
少
年
事
件
の
第
一
審
管
轄
権
に
関
す
る
規
定

（
一
）
少
年
裁
判
所
が
第
一
審
管
轄
権
を
有
す
る
場
合

裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法
三
―
八
Ａ
―
〇
三
条
（
ａ
）
は
、
少
年
裁
判
所
の
第
一
審
管
轄
権
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
同
条
に
よ
る
と
、

少
年
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
の
は
、
非
行
（delinquent act

）
の
あ
る
少
年
の
ほ
か
、
要
観
察
少
年
（
三
―
八
Ａ
―
〇
一
（
ｅ
））
や

出
廷
通
告
に
違
反
し
た
少
年
な
ど
で
あ
る20

。
非
行
と
は
、「
成
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
罪
と
な
る
べ
き
行
為
」
の
こ
と
を
い
い
（
三
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―
八
Ａ
―
〇
一
（
ｌ
））、
同
法
に
お
け
る
成
人
年
齢
は
十
八
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
三
―
八
Ａ
―
〇
一
（
ｃ
））、
罪
を
犯
し
た
十
八
歳
未

満
の
者
は
少
年
裁
判
所
に
お
い
て
審
理
を
受
け
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

（
二
）
刑
事
裁
判
所
が
第
一
審
管
轄
権
を
有
す
る
場
合

裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法
三
―
八
Ａ
―
〇
三
（
ｄ
）
は
、
自
動
的
移
送
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
同
項
は
、
少
年
の
年
齢
・
罪
種
・
前

歴
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
終
身
刑
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
少
年
が
犯
罪
時
に
十
四
歳

以
上
で
あ
っ
た
場
合
（（
ｄ
）（
１
））、
②
交
通
法
規
・
船
舶
運
航
法
等
に
（
拘
禁
刑
に
当
た
る
場
合
を
除
く
）
に
違
反
し
た
少
年
が
犯
罪

時
に
十
六
歳
以
上
で
あ
っ
た
場
合
（（
ｄ
）（
２
））、
③
第
二
級
謀
殺
及
び
そ
の
未
遂
、
故
殺
、
強
盗
等
の
生
命
や
個
人
法
益
に
対
す
る
罪

や
銃
器
を
用
い
た
罪
を
犯
し
た
少
年
が
犯
罪
時
に
十
六
歳
以
上
で
あ
っ
た
場
合
、
④
過
去
に
成
人
の
刑
事
裁
判
所
で
有
罪
判
決
を
受
け
た

前
歴
を
有
す
る
少
年
で
再
び
重
罪
（felony
）
を
犯
し
た
場
合
に
は
、
少
年
裁
判
所
は
第
一
審
管
轄
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
成
人

の
刑
事
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。

三
　
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
少
年
事
件
の
移
送
に
関
す
る
規
定

（
一
）
少
年
裁
判
所
か
ら
刑
事
裁
判
所
へ
の
移
送

少
年
裁
判
所
か
ら
刑
事
裁
判
所
へ
事
件
を
移
送
す
る
際
に
は
、
少
年
裁
判
所
の
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
（
三
―
八
Ａ
―
〇
六
（
ａ
））。

対
象
は
、
十
五
歳
以
上
の
少
年
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
十
五
歳
未
満
の
場
合
は
無
期
刑
に
当
た
る
罪
を
行
っ
た
者
に
限
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
年
齢
の
基
準
を
満
た
す
少
年
で
あ
っ
て
も
、
当
該
少
年
が
少
年
の
た
め
の
更
生
措
置
を
受
け
さ
せ
る
の
が
相
当
で
は
な
い
こ
と
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を
、
証
拠
の
優
越
を
も
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
は
移
送
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
三
―
八
Ａ
―
〇
六
（
ｄ
）（
１
））。

移
送
対
象
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
と
、
裁
判
所
は
移
送
審
理
を
行
う
。
移
送
審
理
は
、
非
行
事
件
の
審
理
よ
り
も
先
だ
っ
て
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
事
者
及
び
事
件
の
被
害
者
に
は
審
理
を
行
う
旨
が
告
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
―
八
Ａ
―
（
ｂ
）、（
ｃ
））。

な
お
、
非
行
事
実
の
存
在
の
証
明
は
移
送
の
問
題
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
移
送
の
審
理
に
際
し
て
は
非
行
事
実
が
あ
っ
た

と
仮
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
三
―
八
Ａ
―
〇
六
（
ｄ
）（
２
））。

裁
判
所
は
、
移
送
審
理
に
お
い
て
、
少
年
の
年
齢
、
少
年
の
精
神
・
身
体
の
状
況
、
少
年
の
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
適
合
性
、
犯
罪
の

性
質
と
少
年
の
関
与
の
度
合
い
、
公
共
の
安
全
と
い
う
五
つ
の
要
素
を
、
個
別
的
も
し
く
は
相
互
に
関
連
さ
せ
て
、
移
送
の
適
否
を
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
―
八
Ａ
―
〇
六
（
ｅ
））。
こ
れ
ら
の
基
準
は
、
次
項
で
見
る
逆
移
送
の
基
準
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。

（
二
）
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
へ
の
移
送
（
逆
移
送
）

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
条
は
、
い
わ
ゆ
る
逆
移
送
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
刑
事
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
刑

事
事
件
を
、
少
年
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
移
送
の
対
象
と
な
る
の
は
、
①
罪
を
犯
し
た
と
き
の
年
齢
が
十
四
歳
以
上

十
八
歳
未
満
の
者
が
、
②
裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法
三
―
八
Ａ
―
〇
三
（
ｄ
）（
１
）（
４
）（
５
）
に
よ
り
自
動
的
移
送
の
対
象
と
な
る
罪

を
犯
し
、
③
逆
移
送
が
少
年
お
よ
び
社
会
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
が
、
証
拠
の
優
越
の
基
準
に
よ
り
認
定
さ
れ
る
事
件
で
あ
る
（
四
―

二
〇
二
（
ｂ
））。
た
だ
し
、
少
年
が
罪
を
犯
す
と
き
十
六
歳
も
し
く
は
十
七
歳
で
あ
っ
て
、
第
一
級
謀
殺
の
事
件
の
場
合
は
、
移
送
は
認

め
ら
れ
な
い
（
四
―
二
〇
二
（
ｃ
））。

逆
移
送
の
決
定
に
際
し
て
、
裁
判
所
は
、
少
年
、
少
年
の
家
族
、
少
年
の
環
境
等
の
事
項
を
調
査
す
る
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
四
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―
二
〇
二
（
ｅ
））。
移
送
手
続
に
は
迅
速
性
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
は
、
移
送
聴
聞
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
移
送
決
定
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
四
―
二
〇
二
（
ｆ
））。

逆
移
送
の
基
準
は
、
当
該
犯
罪
に
対
す
る
少
年
の
関
与
の
度
合
い
が
除
か
れ
て
い
る
以
外
は
、
少
年
裁
判
所
か
ら
刑
事
裁
判
所
に
移
送

す
る
基
準
と
同
一
で
あ
る
（
四
―
二
〇
二
（
ｄ
））。
先
述
の
よ
う
に
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
い
て
は
、
近
年
、
逆
移
送
制
度
に
注
目
が

集
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
基
準
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
次
章
に
お
い
て
は
、
逆

移
送
の
運
用
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る21

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１ 

拙
著
『
少
年
刑
事
事
件
の
基
礎
理
論
』（
二
〇
一
五
年
）
三
二
―
六
四
頁
。

２ 
O

JJD
P, Balanced and Restorative Justice for Juveniles: A Fram

ew
ork for Juvenile Justice in the 21st Century (1111).

３ 
M

d. Courts and Judicial Proceedings Code.

４ 
1111 M

d. H
B 1211.

５ 

一
九
九
七
年
改
正
時
の
条
文
は
三
―
八
〇
二
条
で
あ
り
、
現
行
法
で
は
三
―
八
Ａ
―
二
条
（
ａ
）（
１
）
で
あ
る
。

６ 
D

epartm
ent of Fiscal Services (M

aryland G
eneral Assem

bly), Fiscal N
ote on 1111 M

d. H
B 1211.

７ 

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
い
て
は
、
テ
ィ
ー
ン
コ
ー
ト
の
ほ
か
、
平
穏
命
令
や
、
事
件
手
続
の
迅
速
化
・
効
率
化
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
たD

ifferentiated 
Case M

anagem
ent Plan

な
ど
の
制
度
が
興
味
深
い
。

８ 
w

aiver

は
直
訳
す
れ
ば
放
棄
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
移
送
と
訳
す
。

９ 

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
へ
の
移
送
の
際
に
、
裁
判
官
が
ど
の
よ
う
な
要
素
を
考
慮
し
て
い
る
か
を
詳
細
に
分
析
し
た
論
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考
と
し
て
、Ronald F. M

eans, et.al., Transferring Juvenile D
efendants from

 Adult to Juvenile Court: H
ow

 M
aryland Forensic Evaluators and 

Judges reach their D
ecisions, 10 J. Am

. Acad. Psychiatry Law
 111 (2012), Cam

illa L. Lyons, et.al., Com
m

entary: N
uances of Reverse-W

aiver 
Evaluations of Adolescents in Adult Crim

inal Court, 10 J. Am
. Acad. Psychiatry Law

 111 (2012). 

ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
市
に
お
け
る
自
動
的
移
送
対
象

事
件
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
分
析
と
し
て
、 Jason R. Tashea &

 Al Passarella, Youth Charged as Adults: The U
se and O

utcom
es of Transfer in 

Baltim
ore City, 11 U. M

D. L.J. Race, Region, G
ender &

 Class, 211 (2011). 

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
い
て
、
成
人
と
し
て
通
常
の
刑
事
裁
判
所
に
起
訴
さ

れ
た
少
年
に
関
す
る
統
計
及
び
そ
の
分
析
と
し
て
、Meredith Farrar-O

w
ends, Juveniles as Adults and H

eld in M
arylandʼs D

etention Facilities: Trend 
Analysis and Population Projects. Available at http://djs.m

aryland.gov.
  

全
米
レ
ベ
ル
の
分
析
と
し
て
は
、
少
年
事
件
の
厳
格
な
移
送
制
度
に
予
防
効
果
が
あ
る
か
を
批
判
的
に
検
討
し
た
論
考
と
し
て
、Richard E. Redding, 

Juvenile Transfer Law
s: An Effective D

eterrent to D
elinquency? (O

JJD
P Juvenile Justice Bulletin, June 2010)

、
全
米
の
少
年
事
件
の
移
送
制
度

の
歴
史
的
変
遷
や
各
州
の
制
度
を
包
括
的
に
検
討
し
た
論
考
と
し
て
、Patrick G

riffi
n, et.al., Trying Juveniles as Adults: An Analysis of State Transfer 

Law
s and Reporting (Juvenile O

ffenders and V
ictim

s: N
ational Report Series, Septem

ber 2011). Available at http://w
w

w.ojp.usdoj.gov.

10 
M

aryland D
epartm

ent of Juvenile Services, Youth Charged as Adults-O
verview

 of available data (D
ecem

ber, 2011). Available at http://djs.
m

aryland.gov.

11 
https://w

w
w.usnew

s.com
/new

s/best-states/m
aryland/articles/2011-10-11/m

ore-baltim
ore-youths-m

oving-from
-adult-to-juvenile-courts, 

http://w
w

w.baltim
oresun.com

/new
s/opinion/editorial/bs-ed-juvenile-justice-20111010-story.htm

l.

12 
2018 M

d. H
B 1110. 

こ
の
法
案
は
、
自
動
的
移
送
の
対
象
と
な
る
少
年
を
、
正
犯
（principal

）
に
限
る
と
す
る
改
正
案
で
あ
る
。

11 
John T. W

hitehead &
 Steven P. Lab, Juvenile Justice (8th ed., 2011) 221. Steven M

. Cox, et.al., Juvenile Justice (8th ed., 2011) 111

は
、「
移

送
は
、
少
年
司
法
手
続
の
重
大
な
場
面
で
あ
る
。
移
送
手
続
に
お
い
て
、
少
年
は
、
処
罰
で
は
な
く
処
遇
や
更
生
に
重
点
を
置
く
等
の
少
年
裁
判
所
が
も
た
ら
す

パ
レ
ン
ス
・
パ
ト
リ
エ
的
保
護
を
失
う
可
能
性
が
あ
る
。
一
度
、
事
件
が
成
人
の
刑
事
司
法
手
続
に
移
送
さ
れ
る
と
、
少
年
は
他
の
成
人
犯
罪
者
と
接
す
る
こ
と

に
な
る
し
、
前
科
が
付
く
可
能
性
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
一
般
的
に
脆
弱
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。」
と
す
る
。
た
だ
し
、
成
人
の
裁
判
所
へ
の
移
送

が
常
に
少
年
裁
判
所
の
処
分
よ
り
も
重
く
な
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。See, Clem

ens Bartollas &
 Stuart J. M

iller, Juvenile Justice 
in Am

erica (8th ed., 2011) 111.
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11 
競
合
管
轄
権
と
い
う
用
語
は
、
検
察
官
が
、
刑
事
裁
判
所
と
少
年
裁
判
所
の
双
方
に
事
件
を
起
訴
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
が
、
検
察
官
が
裁
量

を
有
す
る
立
法
（
た
と
え
ば
、Fla. Stat. §

 181.11.

）
と
手
続
の
先
後
関
係
で
決
ま
る
立
法
例
が
あ
る
。See, Steven M

. Cox, et.al., Juvenile Justice (8th 
ed., 2011), 111-111.

11 
Larry J. Siegel &

 Brandon C. W
elsh, Juvenile D

elinquency (12th ed., 2011) 111.

11 
Barry Feld, Juvenile Justice Adm

inistration in a nutshell (1rd ed., 2011) 210-211.

11 
M

d. Courts and Judicial Proceedings Code§
1-8A-01.

18 
M

d. Courts and Judicial Proceedings Code§
1-8A-01(d).

11 
M

d. Crim
inal Procedure Code§

1-202.

20 

こ
の
ほ
か
、（
ａ
）（
２
）
の
平
穏
命
令
手
続
き
や
（
ａ
）（
３
）
の
州
際
協
定
に
係
る
手
続
の
ほ
か
、
非
行
に
関
与
し
た
成
人
の
事
件
（
三
―
八
Ａ
―
〇
八
（
ｂ
）、

三
―
八
Ａ
―
三
〇
）
や
訓
練
施
設
等
か
ら
の
逃
走
事
件
（
三
―
八
Ａ
―
〇
八
（
ｄ
））
も
少
年
裁
判
所
の
管
轄
と
な
る
。

21 

本
稿
に
関
連
す
る
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
の
翻
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

○
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法

三
―
八
Ａ
―
〇
一　

定
義

（
ｂ
）　

非
行
事
件
審
理
（adjudicatory hearing

）
―
「
非
行
事
実
審
理
」
と
は
、
申
立
て
の
事
実
の
有
無
を
こ
の
編
に
基
づ
い
て
審
理
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
た
だ
し
、
少
年
が
処
遇
、
指
導
、
更
生
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
申
立
て
は
含
ま
な
い
。

（
ｃ
）　

成
人
―
成
人
と
は
、
十
八
歳
以
上
の
者
を
い
う
。

（
ｄ
）　

少
年
―
少
年
と
は
、
十
八
歳
未
満
の
者
を
い
う
。

（
ｅ
）　

要
観
察
少
年
（child in need of supervision

）
―
「
要
観
察
少
年
」
と
は
、
指
導
、
処
遇
若
し
く
は
更
生
の
必
要
の
あ
る
少
年
で
あ
っ
て
、
以
下

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

（
１
）　

義
務
教
育
年
齢
で
あ
り
、
日
常
的
に
無
断
欠
席
を
し
て
い
る
者

（
２
）　

監
護
者
に
日
常
的
に
従
わ
ず
、
観
察
が
不
可
能
で
あ
り
、
監
護
者
の
統
制
に
服
し
な
い
者

（
３
）　

自
己
ま
た
は
他
人
を
傷
つ
け
、
も
し
く
は
危
険
に
さ
ら
す
者



11

メリーランド州における少年事件の自動的移送制度について（一）

（
４
）　

少
年
に
の
み
適
用
可
能
な
罪
を
犯
し
た
者

（
ｆ
）　

出
廷
通
告
（citation

）
―
「
出
廷
通
告
」
と
は
、
違
反
行
為
の
あ
る
少
年
に
対
す
る
最
初
の
答
弁
に
携
わ
っ
た
警
察
官
に
よ
り
発
付
さ
れ
る
書
面

で
あ
っ
て
、
出
廷
通
告
を
受
け
た
者
に
対
す
る
管
轄
権
を
付
与
す
る
の
に
必
要
な
手
続
で
あ
る
。

（
ｊ
）　

裁
判
所
―
「
裁
判
所
」
と
は
、
少
年
裁
判
所
と
し
て
審
理
を
行
う
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
巡
回
裁
判
所
の
こ
と
を
い
う
。

（
ｌ
）　

非
行
（delinquent act

）
―
「
非
行
」
と
は
、
成
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
罪
と
な
る
べ
き
行
為
を
い
う
。

（
ｍ
）　

非
行
少
年
（delinquent child

）
―
「
非
行
少
年
」
と
は
、
非
行
の
あ
る
少
年
で
あ
っ
て
、
指
導
、
処
遇
、
更
生
を
要
す
る
者
を
い
う
。

三
―
八
Ａ
―
〇
二　

こ
の
編
の
目
的
と
構
造

（
ａ
）　

目
的
―
こ
の
編
の
目
的
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）　

少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
が
、
非
行
を
行
っ
た
少
年
の
た
め
に
、
下
記
の
目
的
の
調
和
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
ⅰ
）　

公
衆
の
安
全
お
よ
び
地
域
社
会
の
保
護

（
ⅱ
）　

被
害
者
と
地
域
社
会
に
対
す
る
少
年
の
応
答
責
任
（accountability

）

（
ⅲ
）　

少
年
が
責
任
を
果
た
し
か
つ
生
産
的
な
社
会
の
一
員
と
な
る
よ
う
に
自
分
を
支
え
る
た
め
の
能
力
及
び
性
格
を
発
達
さ
せ
る
こ
と

（
２
）　

少
年
に
非
行
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
少
年
の
両
親
に
、
少
年
の
行
動
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ
、
被
害
者
と
地
域
社
会
に
対
し
て

応
答
責
任
を
果
た
す
こ
と

（
３
）　

少
年
に
非
行
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
ま
た
は
観
察
の
必
要
（need of supervision

）
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
可
能
な
場

合
は
、
裁
判
所
の
介
入
に
よ
り
要
求
さ
れ
た
状
況
を
回
復
す
る
責
任
を
果
た
す
こ
と

（
４
）　

こ
の
編
の
規
定
の
対
象
と
な
る
少
年
に
対
し
て
、
治
療
、
保
護
、
健
康
的
な
心
身
の
発
達
を
提
供
す
る
こ
と
。
ま
た
、
少
年
の
最
善
の
利
益

お
よ
び
公
衆
の
利
益
の
保
護
と
一
致
す
る
処
遇
（treatm

ent
）、
訓
練
（training

）、
更
生
（rehabilitation

）
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
５
）　

少
年
の
家
族
と
の
絆
を
確
保
お
よ
び
強
化
す
る
こ
と
。
少
年
の
福
祉
も
し
く
は
公
衆
安
全
の
利
益
に
照
ら
し
て
必
要
な
場
合
の
み
、
少
年
と

両
親
を
分
離
す
る
こ
と
。

（
６
）　

必
要
な
場
合
は
少
年
を
そ
の
家
庭
か
ら
引
き
離
す
こ
と
。
少
年
の
両
親
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
で
き
う
る
限
り
近
い
保
護
、
治
療
、

し
つ
け
を
行
う
こ
と
。
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（
７
）　

少
年
に
対
し
て
州
に
よ
る
治
療
と
保
護
を
提
供
す
る
場
合
は
、
下
記
の
条
件
を
順
守
す
る
こ
と
。

（
ⅰ
）　

安
全
、
人
道
的
か
つ
思
い
や
り
の
あ
る
環
境
で
あ
る
こ
と

（
ⅱ
）　

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
こ
と

（
８
）　

こ
の
編
の
規
定
を
実
行
す
る
た
め
の
司
法
手
続
を
提
供
す
る
こ
と
。

三
―
八
Ａ
―
〇
三　

裁
判
所
の
管
轄
権

（
ａ
）　

非
行
の
あ
る
少
年
、
要
観
察
少
年
、
出
廷
通
告
に
違
反
し
た
少
年
・
親
権
の
終
了
・
平
穏
命
令
（peace order

）
手
続
・
少
年
に
関
す
る
州
際
協
定

（interstate com
pact

）
―
本
編
第
八
条
に
規
定
さ
れ
た
管
轄
権
に
加
え
て
、
裁
判
所
は
、
以
下
に
つ
い
て
第
一
審
管
轄
権
（original jurisdiction

）

を
有
す
る
。

（
１
）　

非
行
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
少
年
、
要
観
察
少
年
、
出
廷
通
告
に
違
反
し
た
少
年

（
２
）　

本
条
（
ｄ
）（
６
）
の
場
合
を
除
き
、
被
申
立
人
が
少
年
の
場
合
の
平
穏
命
令

（
３
）　

少
年
に
関
す
る
州
際
協
定
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
手
続

（
ｂ
）　

本
編
三
―
八
Ａ
―
三
〇
に
よ
る
手
続
（
略
）

（
ｃ
）　

義
務
教
育
出
席
法
の
下
に
お
け
る
刑
事
事
件
（
略
）

（
ｄ
）　

制
限
―
当
裁
判
所
は
、
以
下
の
場
合
に
管
轄
権
を
有
し
な
い
。

（
１
）　

十
四
歳
以
上
の
少
年
が
、
成
人
が
行
っ
た
場
合
、
終
身
刑
で
処
罰
さ
れ
う
る
罪
を
犯
し
た
と
き
。
刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
条
に
よ
る
手
続

移
送
命
令
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
同
一
の
事
件
に
基
づ
く
少
年
に
対
す
る
そ
の
他
の
訴
追
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

（
２
）　

十
六
歳
以
上
の
少
年
が
、
が
運
輸
法
（transportation article

）、
交
通
法
規
も
し
く
は
交
通
条
例
に
違
反
し
た
場
合
。
た
だ
し
、
拘
禁
刑

が
規
定
さ
れ
て
い
る
行
為
を
除
く
。

（
３
）　

十
六
歳
以
上
の
少
年
が
、
船
舶
運
航
に
関
す
る
法
律
、
規
則
、
行
政
規
則
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
拘
禁
刑
が
規
定
さ

れ
て
い
る
行
為
を
除
く
。

（
４
）　

十
六
歳
以
上
の
少
年
が
、
下
記
の
罪
を
犯
し
た
場
合
。
刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
条
に
よ
る
手
続
移
送
命
令
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
同
一
の

事
件
に
基
づ
く
少
年
に
対
す
る
そ
の
他
の
訴
追
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。



13

メリーランド州における少年事件の自動的移送制度について（一）

（
ⅰ
）　

略
取
（abduction

）

（
ⅱ
）　

誘
拐
（kidnapping

）

（
ⅲ
）　

第
二
級
謀
殺

（
ⅳ
）　

故
殺
。
た
だ
し
、
非
故
意
殺
を
除
く
。

（
ⅴ
）　

第
二
級
強
姦

（
ⅵ
）　

強
盗
（
刑
法
三
―
四
〇
三
条
）

（
ⅶ
）　

第
二
級
性
犯
罪
（
刑
法
三
―
三
〇
六
条
（
ａ
）（
１
））

（
ⅷ
）　

第
三
級
性
犯
罪
（
刑
法
三
―
三
〇
七
条
（
ａ
）（
１
））

（
ⅸ
）　

公
衆
安
全
法
五
―
一
三
三
条
、
五
―
一
三
四
条
、
五
―
一
三
八
条
も
し
く
は
五
―
二
〇
三
条
違
反

（
ⅹ
）　

薬
物
取
引
犯
罪
（
刑
法
五
―
六
二
一
条
）
の
遂
行
中
も
し
く
は
そ
れ
に
関
連
し
た
火
器
の
使
用
、
所
持
、
携
帯
も
し
く
は
運
搬

（
ⅺ
）　

火
器
の
使
用
（
刑
法
五
―
六
二
二
条
）

（
ⅻ
）　

カ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
、
武
装
カ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
（
刑
法
三
―
四
〇
五
条
）

（
�
）　

第
一
級
暴
行
（
刑
法
三
―
二
〇
二
条
）

（
�
）　

第
二
級
謀
殺
の
未
遂
罪
（
刑
法
二
―
二
〇
六
条
）

（
�
）　

第
二
級
強
姦
の
未
遂
罪
（
刑
法
三
―
三
一
〇
条
）

（
xvi
）　

強
盗
未
遂
（
刑
法
三
―
四
〇
三
条
）

（
xvii
）　

刑
法
四
―
二
〇
三
条
、
四
―
二
〇
四
条
、
四
―
四
〇
四
条
、
四
―
四
〇
五
条
違
反

（
５
）　

成
人
と
し
て
重
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
前
歴
が
あ
る
少
年
で
あ
っ
て
、
成
人
が
行
っ
た
場
合
は
重
罪
と
さ
れ
う
る
行
為
を
犯
し
た
と
さ
れ
た
少

年
。
た
だ
し
、
刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
条
に
よ
る
手
続
移
送
命
令
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
６
）　

本
編
三
―
八
ａ
―
〇
一
（
ｃ
ｃ
）（
１
）（
ⅱ
）
に
規
定
さ
れ
た
被
害
者
が
、
家
族
法
四
―
五
〇
一
に
規
定
さ
れ
た
救
済
を
受
け
る
資
格
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
平
穏
命
令
手
続
。

（
ｅ
）　

交
通
法
規
、
交
通
条
例
違
反
：
少
年
が
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
自
動
車
法
（M

aryland Vehicle Law

）、
交
通
法
規
、
交
通
条
例
違
反
、
州
船
舶
法
が
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訴
追
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
同
一
の
事
件
か
ら
生
じ
た
場
合
、
刑
事
裁
判
所
や
複
数
の
裁
判
所
に
係
属
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
す
べ
て
の
事
件
の
管
轄

を
持
つ
。

三
―
八
Ａ
―
〇
六　

管
轄
権
の
放
棄

（
ａ
）　

要
件　

裁
判
所
は
、
こ
の
編
の
三
―
八
Ａ
―
〇
三
条
に
基
づ
く
排
他
的
管
轄
権
を
、
次
の
者
が
非
行
を
行
っ
た
旨
の
訴
え
が
あ
る
場
合
に
放
棄
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）　

十
五
歳
以
上
の
少
年

（
２
）　

成
人
が
行
っ
た
場
合
に
無
期
刑
に
当
た
る
罪
で
訴
追
さ
れ
た
十
五
歳
未
満
の
者

（
ｂ
）　

審
理
―
要
件　

告
知　

裁
判
所
は
、
移
送
の
審
理
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
本
条
に
よ
り
そ
の
管
轄
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
管
轄
権
の
審
理

は
、
非
行
事
件
審
理
（adjudicatory hearing

）
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
規
則
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
す
べ

て
の
当
事
者
へ
の
告
知
の
後
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ｃ
）　

審
理
―
被
害
者
へ
の
告
知
・
被
害
者
意
見
陳
述
書

（
１
）　

刑
事
訴
訟
法
一
一
―
一
〇
四
条
に
規
定
さ
れ
た
通
り
、
被
害
者
に
は
管
轄
放
棄
の
審
理
に
つ
い
て
の
告
知
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
２
）　
（
ⅰ
）　

被
害
者
は
、
刑
事
訴
訟
法
一
一
―
一
〇
四
条
に
規
定
さ
れ
た
通
り
、
被
害
者
意
見
陳
述
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ⅱ
）　

本
条
は
、
刑
事
訴
訟
法
一
一
―
一
〇
四
条
に
定
め
ら
れ
た
告
知
を
提
出
し
て
い
な
い
被
害
者
が
被
害
者
意
見
陳
述
書
を
提
出
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
ⅲ
）　

裁
判
所
は
、
本
条
に
お
け
る
管
轄
権
放
棄
の
可
否
を
決
定
す
る
際
に
、
被
害
者
意
見
陳
述
書
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｄ
）　

少
年
更
生
手
段
に
相
当
で
な
い
対
象
者

（
１
）　

裁
判
所
は
、
少
年
が
少
年
更
生
手
段
の
対
象
者
と
し
て
相
当
で
は
な
い
こ
と
を
証
拠
の
優
越
を
も
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
管
轄
権

を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
２
）　

本
条
に
よ
り
管
轄
権
を
放
棄
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
は
少
年
が
申
立
て
ら
れ
て
い
る
非
行
を
行
っ
た
と
仮
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
ｅ
）　

基
準
―
裁
判
所
は
、
決
定
に
あ
た
っ
て
、
記
録
に
基
づ
き
、
個
別
的
も
し
く
は
相
互
に
関
連
さ
せ
て
次
の
基
準
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
１
）　

少
年
の
年
齢

（
２
）　

少
年
の
精
神
・
身
体
の
状
況

（
３
）　

少
年
の
施
設
・
非
行
少
年
対
処
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
お
け
る
処
遇
に
対
す
る
適
合
性

（
４
）　

犯
罪
の
性
質
と
少
年
の
関
与
の
程
度

（
５
）　

公
共
の
安
全

（
ｆ
）　

手
続　

本
条
に
よ
っ
て
管
轄
権
が
放
棄
さ
れ
る
場
合
に
は
、
成
人
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
の
罪
に
対
す
る
管
轄
権
を
持
つ
裁
判
所
が
行
う
通
常
の
手

続
き
に
よ
る
公
判
が
少
年
に
対
し
て
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
行
を
申
立
て
る
少
年
審
判
請
求
書
は
、
保
釈
審
理
の
間
、
起

訴
状
と
み
な
さ
れ
る
。

（
ｇ
）　

管
轄
権
放
棄
命
令
は
中
間
命
令
（interlocutory

）
で
あ
る
。

（
ｈ
）　

本
条
に
よ
り
、
裁
判
所
が
少
年
に
関
し
て
一
度
管
轄
放
棄
を
し
た
後
、
そ
の
少
年
の
他
の
非
行
事
実
が
裁
判
所
に
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
裁
判
所

は
、
略
式
手
続
後
の
手
続
に
お
い
て
そ
の
管
轄
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
刑
事
訴
訟
法

四
―
二
〇
二
条　

少
年
裁
判
所
へ
の
刑
事
事
件
の
移
送

（
ａ
）　

定
義
（
略
）

（
ｂ
）　

移
送
が
認
め
ら
れ
る
場
合
―
本
条
（
ｃ
）
の
場
合
を
除
い
て
、
少
年
が
関
与
し
て
い
る
事
件
に
刑
事
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
は
、
公
判
前
も
し
く

は
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
規
則
四
―
二
四
二
条
に
よ
る
答
弁
が
な
さ
れ
る
前
で
あ
れ
ば
、
次
の
場
合
に
、
事
件
を
少
年
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）　

罪
を
犯
し
た
と
き
少
年
が
十
四
歳
以
上
十
八
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

（
２
）　

裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法
三
―
八
Ａ
―
〇
三
（
ｄ
）（
１
）、（
４
）、（
５
）
に
よ
っ
て
少
年
裁
判
所
の
管
轄
権
が
当
該
犯
罪
に
つ
い
て
排
斥
さ

れ
て
い
る
こ
と

（
３
）　

裁
判
所
が
、
事
件
の
移
送
が
少
年
も
し
く
は
社
会
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
を
、
証
拠
の
優
越
の
基
準
に
よ
り
認
定
し
て
い
る
こ
と

（
ｃ
）　

移
送
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
―
裁
判
所
は
、
次
の
場
合
に
、
本
条
（
ｂ
）
に
よ
っ
て
少
年
裁
判
所
に
事
件
を
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
１
）　

少
年
が
、
裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法
三
―
八
Ａ
―
〇
三
（
ｄ
）（
１
）
も
し
く
は
（
４
）
に
基
づ
き
少
年
裁
判
所
の
管
轄
権
が
排
斥
さ
れ
、
か
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つ
、
本
件
と
関
連
の
な
い
事
件
に
お
い
て
有
罪
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
２
）　

本
件
が
第
一
級
謀
殺
で
あ
り
、
か
つ
、
罪
を
犯
す
と
き
に
少
年
が
十
六
若
し
く
は
十
七
歳
で
あ
っ
た
こ
と
。

（
ｄ
）　

移
送
の
基
準
―
本
条
（
ｂ
）
に
よ
る
移
送
の
判
断
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
以
下
の
点
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）　

少
年
の
年
齢

（
２
）　

少
年
の
精
神
的
お
よ
び
身
体
的
状
態

（
３
）　

当
該
少
年
が
、
非
行
少
年
に
対
し
て
利
用
可
能
な
機
関
、
施
設
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
処
遇
に
適
合
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と

（
４
）　

犯
罪
の
性
質

（
５
）　

公
共
の
安
全

（
ｅ
）　

少
年
に
関
す
る
調
査
―
本
条
の
決
定
を
行
う
に
際
し
て
は
、
裁
判
所
は
少
年
、
少
年
の
家
族
、
少
年
の
環
境
及
び
事
件
の
処
分
に
関
連
す
る
そ
の
他

の
事
柄
に
関
す
る
調
査
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｆ
）　

移
送
決
定
―
裁
判
所
は
、
移
送
の
聴
聞
を
行
っ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
移
送
の
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ｇ
）　

移
送
手
続
―
少
年
裁
判
所
―
本
条
に
よ
り
裁
判
所
が
管
轄
権
の
移
送
を
行
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
少
年
裁
判
所
の
通
常
の
手
続
に
従
っ
て
、
当
該

少
年
に
対
し
て
非
行
事
件
審
理
を
行
う
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
本
稿
は
、JSPS

科
研
費21180011

、11H
01111

、11K11121
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


